
公募型プロポーザルに係る手続き開始のお知らせ 

 

 次のとおり提案書の提出を求めます。 

 なお、本業務に関わる契約の締結は、当該業務に係る令和８年度予算が成立し、予算の配当が

なされることを条件とします。 

 

 令和８年１月２６日 

                                    世田谷区 

 

１ 業務概要 

（１）件名 

  令和８年度世田谷区ケアプランデータ連携システム活用促進モデル地域づくり事業委託業務 

（２）目的 

  本事業は介護サービス事業所職員の事務負担の軽減を図るため、公益社団法人国民健康保険

中央会が運営するケアプランデータ連携システム（以下「連携システム」という。）の導入を促

進することにより、介護サービス事業所における生産性向上の取組を推進するものである。 

  令和８年度の導入過程を好事例として横展開することで、他の介護事業所における連携シス

テムの活用促進及び生産性の向上を図る。 

（３）業務内容  

次に掲げる業務を行う。詳細は、「プロポーザル実施説明書」「仕様書」を参照すること。 

（１）介護サービス事業所に対する事業説明会の開催 

（２）対象介護事業所向けサポートサイト及びコールセンターの開設・運用 

（３）対象介護事業所に対する連携システム導入のための伴走支援 

（４）モデル事業所への連携システム導入等に伴う効果を定量化する調査の実施 

（５）好事例集の作成 

（４）履行期間（予定） 

契約締結の日（令和８年４月中旬）から令和１１年３月３１日まで。 

※契約は単年度ごととし、各年度の本契約に係る予算の配当があること、業務の履行状況が良

好であることを契約締結の条件とする。 

 

２ プロポーザルに参加できる者の資格 

令和８年１月２６日現在、次に掲げる条件を満たす法人とする。 

（１）世田谷区の競争入札参加資格者名簿に登録されていること。 

（２）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する法人でないこと。 

（３）世田谷区から入札参加禁止又は指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 

（４）都道府県民税・市町村民税に滞納がないこと。 

（５）令和５年度以降に、本業務と同種の業務の受託実績があること。 

（６）「令和８年度世田谷区ケアプランデータ連携システム活用促進モデル地域づくり事業委託

業務プロポーザル審査委員会」の委員が主宰、役員、顧問及び所属をしている事業者でな

いこと。 

   委員長 山戸 茂子（高齢福祉部長） 



   委 員 佐藤 秀和（高齢福祉部高齢福祉課長） 

   委 員 横尾 拓哉（高齢福祉部介護予防・地域支援課長） 

   委 員 箕田 裕子（高齢福祉部介護保険課長） 

委 員 内田 潤一（北沢保健福祉センター保健福祉課長） 

 

３ 提案書の提出者を選定するための基準 

  本件では、提案書の提出者の選定は行わず、参加資格の確認のみ行う。 

 

４ 提案書を特定するための審査基準 

（１）課題認識 

（２）実施計画 

（３）実施体制 

（４）実施工程 

（５）業務実績 

（６）資料構成 

（７）見積金額 

 

５ 手続き等 

（１）担当部課 

世田谷区高齢福祉部介護保険課事業者支援担当 

〒１５４－８５０４東京都世田谷区世田谷４丁目２１番２７号 

世田谷区役所分庁舎 

電話：０３－５４３２－２８８４ 

（２）募集説明書の交付期間並びに交付場所及び方法 

① 期間 令和８年１月２６日（月）から２月６日（金） 

   （土・日曜、祝日を除く９時から１７時まで） 

② 場所 高齢福祉部介護保険課窓口及び世田谷区ホームページ 

HP：世田谷区ホーム＞検索・メニュー＞分類から探す＞区政情報＞ 

契約・入札情報＞発注情報＞現在実施中のプロポーザル情報＞福祉・健康 

＞令和８年度世田谷区ケアプランデータ連携システム活用促進モデル地域 

づくり事業委託業務プロポーザルの実施について 

（３）参加表明書の受付期間、提出書類、提出先及び方法 

① 受付期間 

令和８年１月２９日（木）から２月６日（金）まで必着 

（持参の場合は、土・日曜、祝日を除く９時～１７時まで） 

② 提出書類 

・参加表明書【様式１】 

・入札参加資格審査受付票 

・納税証明書（都道府県民税・市町村民税に滞納がないことがわかる証明書） 

 ※発行年月日から 3か月以内 

・会社の概要がわかるパンフレット等 



・令和５年度以降、本業務と同種の業務を受託したことを証明する書類（契約書、仕様書

の写し） 

(ア) 提出先及び提出方法 

高齢福祉部介護保険課窓口に持参又は郵送にて提出すること。郵送の場合は、書留等、

送達確認できるものに限る。 

（４）企画提案書の受付期間、提出先及び方法 

① 受付期間 

令和８年３月２日（月）から３月６日（金）まで（最終日の１７時必着） 

② 提出書類 

 ア 企画提案書  

・２部（正本１部、副本１部） 

・３０ページ以内（表紙除く、カラー可）で作成、様式自由。 

・表紙にあて名「世田谷区」、タイトル、提出年月、社名（正本のみ）を記載する  

こと。 

       ・会社名その他提出者が容易に特定できる情報は、提案書の正本にのみ記載し、

副本には全てのページについて、提出者を特定又は推測させるような記述やロ

ゴマーク等を削除するか黒塗りして完全に見えないように隠すこと。 

 イ 参考見積 

  ・各年度、正本１部 

  ・Ａ４サイズ 

③ 提出方法 

  電子メールによる。 

 

６ その他 

（１）手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る 

（２）契約書作成の要否 要 

（３）契約保証金 免除 

（４）当該業務に直接関連する業務の委託契約を、当該業務の委託契約の相手方（受託者）と

の随意契約により締結する予定の有無 無 

（５）関連情報を入手するための照会窓口 ５（１）に同じ 

（６）本件に関して区から受領した資料等は、区の許可なく公表、転載及び引用することはで

きない。 

（７）区は、本件に参加を表明した者及び提案書を提出した者の商号・名称並びに提案書を特

定した理由（審査経過等）を公表することができる。 

（８）本件に関して作成した書類等の著作権は、応募者に帰属する。ただし、区は、事業者決

定の公表等で必要な場合には、応募者が作成した書類の内容を無償で使用できるものと

する。なお、提出書類は、理由の如何を問わず返却しない。 

（９）本件に参加するために必要となる書類作成費、交通費、通信費等、一切の費用は、応募

者の負担とする。 

（１０）本プロポーザルは契約候補者の選定を目的とし、区は選定された企画提案書の内容に

拘束されないものとする。  



（１１）提出された参加表明書及び企画提案書は、それぞれの提出期間を経過した後は、応募

者からの申し出による書類の修正、差し替え、追加、撤回等は一切認めない。また、提

出書類の記載事項に虚偽があることが判明した場合は、失格とする。 

（１２）本件の成果物に関する一切の権利は区に帰属する。受託者は区の承諾なしに使用又は

公表してはならない。 

（１３）区との契約では予定価格２，０００万円以上の業務委託契約は、世田谷区公契約条例

の定める労働報酬下限額の対象となる。詳細は別紙を確認すること。 

（１４）その他詳細は募集説明書による。 

 

７ 本件担当 

世田谷区高齢福祉部介護保険課  担当 安田・横倉 

住所：〒１５４－８５０４ 世田谷区世田谷４－２１－２７  

電話：０３－５４３２－２８８４ ＦＡＸ：０３－５４３２－３０４２ 

(土日、祝日を除く８時３０分から１７時１５分まで) 






